
司法試験委員会会議（第１０２回）議事要旨

（司法試験委員会庶務担当）

１ 日時

平成２６年６月１１日（水）１４：１５～１５：１５

２ 場所

法務省第一会議室

３ 出席者

○ 司法試験委員会

（委員長）山口 厚

（委 員）奥田隆文，古口 章，土屋美明，羽間京子，長谷部由起子（敬称略）

○ 司法試験委員会庶務担当（法務省大臣官房人事課)

小山太士人事課長，是木 誠人事課付，滝口正信試験管理官

４ 議題

(1) 平成２６年司法試験予備試験短答式試験合格者の決定について（協議）

(2) 平成２６年司法試験予備試験短答式試験における不正受験者の取扱いについて（協議）

(3) 次回開催日程等について（説明）

５ 議事等

(1) 平成２６年司法試験予備試験短答式試験合格者の決定について（協議）

○ 平成２６年司法試験予備試験短答式試験について，司法試験予備試験考査委員会議の判定に

基づき，合計得点１７０点以上の２，０１８人を合格者とすることが決定された。

(2) 平成２６年司法試験予備試験短答式試験における不正受験者の取扱いについて（協議）

○ 平成２６年司法試験予備試験短答式試験において，試験時間が終了し，試験監督員から終了

を告げられたにもかかわらず，答案用紙への記入を行った不正受験者について，協議の結果，

当該受験者に対し，１年間司法試験及び司法試験予備試験を受けることができないものとする

旨，処分に先立って通知し，行政手続法に基づく弁明の機会を付与することとされた。

(3) 次回開催日程等について（説明）

○ 次回の司法試験委員会は，本年７月中旬から８月上旬頃に開催することが確認された。

（以上）


